
 
 
 
 
 

日時：令和５年１０月３日（火）１４：００～ 

        場所：福岡市発達教育センター  第 3 研修室    

 

― 次  第 ― 

 

１． 委員紹介 

 

２． 議  事 

（１） 学校指定品について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資料１ 

 

３． 連絡事項 

○ 次回開催日程について 

○ 次回議事（予定） 

  

第３回 東エリア特別支援学校高等部（仮称） 

開校準備委員会 



東エリア特別支援学校高等部（仮称）開校準備委員会 委員名簿 
 

区 分 氏 名 所属・役職名 備考 

学識経験者 大学 藤瀨
ふ じ せ

 教也
の り や

 中村学園大学 教授     
 

自治協議会 

代表 

名島校区 眞
さ な

田
だ

 良
りょう

平
へい

 名島校区自治協議会会長 
 

城浜校区 難波
な ん ば

 順子
じ ゅ ん こ

 城浜校区自治協議会会長 
 

保護者代表 

特別支援学校 

高等部 中田
な か た

 順子
じ ゅ ん こ

 博多高等学園 PTA 会長 
 

特別支援学校 

ＰＴＡ連合会 立木
た ち き

 春香
は る か

 特別支援学校ＰＴＡ連合会 会長 

 

教育関係者 

知的障がい 

特別支援学校 
野口
の ぐ ち

 信介
し ん す け

  特別支援学校 校長 （東福岡特別支援学校） 

 

中学校特別支援学

級教育研究会会長 河野
こ う の

 康樹
や す き

 中学校 校長 （三宅中学校） 

 

発達教育センター 松本
ま つ も と

  学
まなぶ

 発達教育センター所長 

 

教育委員会 

事務局 
教育委員会 竹原

た け は ら

 一彦
か ず ひ こ

 特別支援学校開校準備等担当課長 

 

 

 

 

 



東エリア特別支援学校高等部の学校指定品の決定やメーカー・業者選定について 

 

１ 学校指定品としての必要性について検討・決定について 

（１）制服 

 

（２）体操服（ジャージ上下、半袖シャツ、ハーフパンツ） 

 

（３）体育館シューズ（上靴兼用） 

 

（４）作業着 

 

（５）カバン（リュック） 

 

（６）その他 

 

 

【参考】 

○ 学校指定品の考え方 

制服や体操服などの「学校指定品」については、生徒に学校の一員として誇りと責任を持たせ、学習活動 

への専念と規律ある行動を促すために定めているが、その購入については、保護者が負担し、その額は高い

ものとなっている。そのため、保護者の経済的な負担軽減のため、学校指定品を廃止し、ある程度の基準を定

めて、各自準備させて着用させてもいいのではないかという意見も少なくない。 

 

○ 特別支援学校（知的障がい）における学校指定品の状況 

（１）制服                       全ての学校 

（２）体操服                     全ての学校 

（３）体育館シューズ（上靴兼用）   博多高等学園、若久、屋形原 

※清水高等学園は推奨品として販売 

（４）作業着                     博多高等学園、清水高等学園、屋形原、生の松原 

     （5）カバン（リュック）             博多高等学園 

 

 

 

 

 

 



資料１ 

 

２ 決定した学校指定品の業者選定について 

（１）業者選定 

福岡市情報公開条例第７条第１項第４号の規定により非公開とする。 

 

 

 

 

 

（２）業者選定後 

  福岡市情報公開条例第７条第１項第４号の規定により非公開とする。 

 

 

 

 

 

（３）その他 

① 学校指定品の仕様書作成においては、学校や保護者等の意見を聞く。 

 

３ 決定しなかった学校指定品の取り扱いについて 

    決定しなかった学校指定品について、色やデザイン等の基準の必要性を確認 

 

４ その他 

    転入学生の学校指定品の取り扱い 
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